
訪
問
販
売
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

適
用
範
囲
の
拡
大
て

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
を
防
止

11月16日に施行

訪
問
販
売
、
通
信
販
売
、
連
鎖
販
売
取
引（
マ
ル
チ
商
法
）

に
つ
い
て
の
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
を
防
止
す
る
た
め
、「
訪
問
販

売
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
成
立
し

ま
し
た
。
1
1
月
1
6
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

訪
問
販
売
と
は

訪
問
販
売
と
い
う
の
は
、
一
般

的
に
は
、
家
庭
に
直
接
セ
ー
ル
ス

マ
ン
が
来
で
、
商
品
の
カ
タ
ロ
グ

か
現
物
を
見
せ
て
説
明
し
、
そ
の

場
で
売
っ
た
り
、
購
入
契
約
を
し

た
り
す
る
販
売
方
法
を
い
い
ま
す
。

”訪
販
法
”
改
正
の
動
き
は
、

主
に
次
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
が
急

増
し
た
た
め
で
す
。

・
駅
の
構
内
や
商
店
街
の
路
上
で
。

若
い
女
性
な
ど
に
声
を
か
け
営

業
所
な
ど
に
誘
っ
て
、
英
語
教

材
な
ど
の
高
額
商
品
を
契
約
さ

せ
る
、
「
キ
ャ
ッ
チ
セ
ー
ル
ス
」

の
被
害
が
増
え
た
こ
と
。

・
白
ア
リ
駆
除
、
レ
ジ
ャ
ー
会
員

権
の
購
入
を
誘
う
、
役
務
（
サ

ー
ビ
ス
）
の
訪
問
販
売
に
か
か

わ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
多
く
な
っ
た

こ
と
。

具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、
キ
ャ

ッ
チ
セ
ー
ル
ス
は
、
営
業
所
で
契

約
す
る
こ
と
で
、
訪
販
法
の
規
制

を
く
ぐ
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

サ
ー
ビ
ス
も

”商
品
”
の
売
り
買

い
で
は
な
く
、
そ
の
点
で
は
訪
販

法
の
規
制
対
象
外
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。

ま
た
、
訪
販
法
に
「
ク
ー
リ
ン

グ
・
オ
フ
」
と
い
っ
て
、
消
費
者

が
契
約
後
7
日
間
の
う
ち
な
ら
無

条
件
で
解
約
で
き
る
、
消
費
者
救

済
制
度
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、

現
行
法
で
は
現
金
で
一
括
し
て
支

払
う
と
、
こ
の
救
済
制
度
は
適
用

さ
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
と
、
契
約
書
に
ク
ー
リ
ン

グ
・
オ
フ
制
度
が
明
記
さ
れ
て
い

な
い
ケ
ー
ス
が
多
く
、
せ
っ
か
く

の
救
済
制
度
を
消
費
者
が
知
ら
ず
、

こ
れ
も
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。

主
な
改
正
点

適
用
範
囲
を
拡
大

ま
ず
、訪
問
販
売
の
適
用
の
”範

囲
”
を
役
務
（
サ
ー
ビ
ス
）
の
面

ま
で
広
げ
る
一
方
、
キ
ャ
ッ
チ
セ

ー
ル
ス
な
ど
も
対
象
と
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

ま
た
最
近
は
、
金
地
金
な
ど
資

産
づ
く
り
の
た
め
の
訪
問
販
売
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、

訪
販
法
で
定
め
ら
れ
て
い
た
取
り

扱
い
商
品
も
、
日
常
用
品
に
限
ら

ず
こ
れ
ら
が
含
ま
れ
る
よ
う
改
正

さ
れ
ま
し
た
。

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ

期
間
を
8

日
間
に
延
長

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
を
1

日
延
長
し
8
日
間
に
、
現
金
一
括

払
い
（
た
だ
し
一
定
金
額
以
上
の

場
合
）
で
も
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ

が
適
用
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
契
約

書
や
申
し
込
み
書
な
ど
に
、
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
の
事
項
の
記
載
が

義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

通
信
販
売

誇
大
・
虚
偽
広
告
を
禁
止

通
信
販
売
で
の
問
題
は
誇
大
広

告
や
虚
偽
広
告
で
、
消
費
者
が
広

告
に
つ
ら
れ
商
品
を
買
っ
た
こ
と

か
ら
生
じ
る
ト
ラ
ブ
ル
で
す
。
こ

の
誇
大
・
虚
偽
広
告
が
厳
し
く
禁

止
さ
れ
ま
し
た
。

連
鎖
販
売

「
委
託
」や「
紹
介
」も
適
用
に

連
鎖
販
売
で
は
訪
問
販
売
と
同

様
、
役
務
（
サ
ー
ビ
ス
）
に
関
す

る
取
り
引
き
と
、
従
来
は
適
用
を

受
け
な
か
っ
た
委
託
販
売
、
紹
介

販
売
に
よ
る
取
り
引
き
も
訪
販
法

の
適
用
を
受
け
る
な
ど
、
規
制
が

強
化
さ
れ
ま
し
た
。

連
鎖
販
売
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ

フ
は
、
契
約
後
1
4日
間
で
契
約
書

や
申
し
込
み
書
な
ど
に
、
ク
ー
リ

ン
グ
・
オ
フ
に
つ
い
て
明
記
す
る

こ
と
が
新
し
く
義
務
づ
け
ら
れ
ま

し
た
。

「
禁
止
行
為
」
を
強
化

訪
販
法
の
改
正
で
も
う
一
つ
注

目
さ
れ
る
の
は
禁
止
行
為
の
強
化

で
、
罰
則
（
懲
役
一
年
以
下
、
罰

金
百
万
円
以
下
）
を
科
す
こ
と
で

す
。禁

止
行
為
で
す
が
、
事
実
と
異

な
る
こ
と
を
言
っ
て
契
約
さ
せ
る

と
か
、
相
手
を
不
安
に
さ
せ
る
脅

し
的
な
言
動
で
、
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
の
申
し
出
を
拒
否
す
る
行
為

な
ど
が
そ
れ
に
当
た
り
ま
す
。

連
鎖
販
売
も
、
契
約
の
と
き
や

解
約
の
際
の
同
様
な
行
為
は
禁
止

行
為
で
す
。
そ
れ
と
、
悪
質
な
業

者
に
主
務
大
臣
が
業
務
改
善
を
指

示
、
そ
れ
に
従
わ
な
い
場
合
は
業

務
停
止
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
立
ち
入
り
検
査
も
で
き
る
よ

う
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン

保
管
期
間
を
短
縮

消
費
者
に
一
方
的
に
商
品
を
送

り
つ
け
、
代
金
を
請
求
す
る
「
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
」
も
、

消
費
者
が
商
品
を
保
管
す
ぺ
き
期

間
を
3
か
月
か
ら
1
4日
に
、
消
費

者
が
引
き
取
り
を
請
求
し
た
場
合

は
1
か
月
を
7
日
と
大
幅
に
短
縮
、

こ
の
期
間
が
過
ぎ
る
と
消
費
者
は

商
品
を
自
由
に
処
分
で
き
ま
す
。

税 を 知 る 週 間

11日11日～17日

期間中、長門プラザ2 階
ロビーで、税に関する資料
展を開催します。

11月は指名手配被疑者の
捜査強化月間

指
名
手
配
犯
人
の

検
挙
に
ご
協
力
を

○
指
名
手
配
の
ポ
ス
タ

ー
の
写
真
な
ど
に
見
覚

え
の
あ
る
方
は
、
た
め

ら
わ
ず
に
警
察
に
知
ら

せ
て
く
だ
さ
い
。

○
犯
罪
に
つ
い
て
知
っ

て
い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、

た
と
え
小
さ
な
こ
と
で

も
警
察
に
知
ら
せ
て
く

だ
さ
い
。
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